
株式会社BO-GA 市川 哲生さん

クマに出くわしても冷静に後退りしましょう。
□地域営農課　農地利用係　☎・お太助フォン 47-4021問

鳥獣対策
コンサルタント

正しい
鳥獣対策
教えます

第7回 クマ対策は、集落を餌場にしないことから。

最近、クマによる人身事故が相次いでいます。クマが山から
下りてくる原因の一つが、放置されている柿などの果樹。クマ
にとって集落や人間は警戒すべき対象ですが、柿などに執着し
て何度も集落に出没しているうちに、人にも慣れてしまいま
す。こうしてクマは集落近くに住み着くようになるのです。
人口減少社会にあって、私たち人間の勢力は弱まり、野生動
物が住む山の拡大は避けられません。そんな中で安心して暮
らすためにも、果樹を放置するなど不用意な誘引は集落全体
でやめるべきです。
なお、もしクマにばったり出合ってしまったら、とにかく騒が
ないこと。落ち着いて静かに後退りしてください。写真のクマも
私が３ｍくらいの距離で出合った時のものです。後退りしてい
けばクマも落ち着いてこちらを見ています。

一般社団法人全国BCP協議会

お仕事を通じて市の可能性を発見！

一般社団法人
全国BCP協議会

D
A
T
A

サテライトオフィス編

BCP（災害など緊急時に損害を最小限に抑え、事業継続のための
計画）を地方に対して行う「ふるさとBCP」に取り組む「全国BCP協
議会」。2023年9月から安芸高田市に拠点を設け、事務局次長の望
月輝基さんが東京とを一週間置きに往来しながら、安芸高田市の人
や企業などの情報収集に努めておられます。安芸高田市に着目した
理由として、「広島市と三次市の中間で立地が良く、農業や林業など
地域資源が多彩」と魅力を語る一方で、「後継者不足など事業継続
が危ぶまれている農家や会社が多くある。東京と連携させれば、需
要と供給がマッチするはず。その橋渡し役になれたら」と話します。
最終的な目標は、地域や世代を超えて人と人がつながる社会をつ

くること。災害時や事業継続の危機などを「共助」の力で乗り越え、
地方の活力を向上させていくことを目指します。

向原町坂37-４
安芸高田市向原駅地場産業振興
センターラポート２階 OFFICE B

これまで、震災後の宮城県で地域コミュ
ニティーをつくる取り組みを推進。安芸高
田市でも今後イベントなどを企画し、人や
企業などをつなげていきたいとのこと。

2024年1月1日時点で、本市に住民票があり、申告が必要な方は最寄りの相談会場で2023年中の収入などを申告し
てください（期間中は「確定申告」の相談も受け付けます）。　※郵送での申告も可能です。

● 給与の源泉徴収票
● 公的年金の源泉徴収票
● 農業収支内訳書および収入、支出の金額
などがわかるもの（領収書、預金通帳など）

● 生命保険などが満期で一時金収入がある
場合は、保険会社が発行した証明書

● 2022年分以前の申告　●青色申告　● 住宅の新築等で住宅借入金等特別控除の適用が1年目の申告
● 外国税額控除の申告　● 相続または贈与税に係る申告　●災害に係る雑損控除の申告
● 譲渡所得などの分離課税の申告（給与や年金、農業などの総合課税の所得とは分離して税額を計算するもの）

● 農業、商工業、不動産などの収入があった方
● 給与以外の収入（農業、年金など）があった方
● 年金以外の収入（農業、不動産など）があった方
● 医療費控除など年末調整で控除されていない控除を受ける方
● 国民健康保険に加入している方

・収入が無い場合でも必ず申告してください。申告しない場合、国民健康保険税の軽減措置が
行われないなど、不利益を受けることがあります。
・確定申告用の納税証明書が必要な方は、税務課、または各支所窓口係で申請してください。

2023年分 住民税（市県民税）申告相談 2月16日（金）～3月15日（金）

申告が必要な方

令和5（2023）年分の確定申告・納期限

申告方法

● 所得税の還付を受ける場合は、申告する方の口座情報がわかるもの（預金通帳など）
● 本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）
● 本人および扶養になる方の個人番号確認書類（マイナンバーカード、通知カードなど）
● 利用者識別番号がわかるもの（利用者識別番号取得者のみ）

申告に必要なもの

特殊な申告は税務署へ（20ページ参照）

□税務課　市民税係　☎・お太助フォン 42-5614　　42-2130問
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● 生命、地震保険料の支払証明書
● 社会保険料などの支払証明書または領収書
● 医療費控除の明細書（人ごと、病院ごとで集
計したもの）

● 障害者手帳（証明書）
● 寄附先が発行した領収書、控除証明書など
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下記の申告は税務署へ相談してください（税務署で所得税の確定申告をする方は市への申告は不要です）。

土地、建物の売却所得があるもの／山林所得があるもの／株式等の譲渡損失があり前年分以前の損失を翌年以降
に繰り越すもの　

〈例〉

吉田税務署　☎42-0008令和5（2023）年分 確定申告

※不動産の売却、贈与税の申告相談は、
　右記の日程に来場してください。

●開設期間　※土日・祝以外
　2月5日（月）～4月1日（月）
●受付時間 8：30～16：00
●相談時間 9：00～17：00

《 申告会場 》

〈 口座振替日 〉
●所得税　4月23日（火）
●消費税・地方消費税（個人事業者）
  4月30日（火）

国税の納付は
キャッシュレスで！

吉田税務署2階

5日（火）・6日（水）・７日（木）・12日（火）・13日（水）・14日（木）３月

農業申告など、市での相談が必要な場合は、事前に市の申告会場で相談してください。

国税庁
「確定申告書等作成コーナー」

国税庁「マイナポータル連携特設ページ」
〈 詳しくは 〉

確定申告書作成コーナーで、案内に沿って
必要事項を入力するだけで作成できます。 マイナポータル連携で控除証明書などのデータが自動

で入力されるので、集計や入力の手間を省けます。

①申告書作成

②パソコン、またはスマートフォンで申告

e-Taxで申告

申告会場で申告

■口座振替
事前に届け出た口座から自動で
引き落とされます。

■スマホアプリ納付 ■ダイレクト納付

■クレジットカード納付
専用サイトで必要事項を
入力すると納付できます。

事前に届け出た口座からe-Taxを
利用して、即時、または指定期日に
納付できます。

■インターネットバンキング、
　ATM
インターネットバンキングやATM
で電子納付できます。

対応決済サービス
PayPay／d払い／au PAY／楽天ペイ／
LINEPay／メルペイ／Amazon Pay 

国税庁
「インターネットバンキング
等からの納付手続」

国税庁
「ダイレクト納付(e-Taxに
よる口座振替)の手続」

国税スマートフォン
決算専用サイト

国税クレジットカード
お支払サイト

マイナンバーカードを使えばもっと簡単

●所得税及び復興特別所得税・贈与税

  3月15日（金）　
●消費税及び地方消費税（個人事業者）

  4月1日（月）

●所得税及び復興特別所得税・贈与税

  3月15日（金）　
●消費税及び地方消費税（個人事業者）

  4月1日（月）

相談期間

「農業収支」、「医療費」を事前に集計していない場合は、
申告を受け付けることができません。

会場への入場には「入場整理券」が必要です

▶当日会場で配付

▶LINEアカウントで事前に発行

添付書類提出不要／還付金早期受け取り／税務署へ持参不要／期間中24時間申告可能

e-Taxで申告するメリット

国税庁公式LINEアカウント

「入場整理券」配付方法

来場時に直接配付します。

17162024.2 あきたかた 2024.2 あきたかた


